
連邦最高裁判所、国際仲裁裁定に対する厳格な基連邦最高裁判所、国際仲裁裁定に対する厳格な基
準を却下準を却下
Publications
2025年7月
By: Jacob D. Alderdice

2025年6月5日、連邦最高裁判所は、全裁判官一致の判決で、米国の裁判所において外国国家また
はその機関に対する仲裁裁定の執行を求める民事訴訟当事者は、1976年外国主権免責法（以下
「FSIA」）で定められた管轄権の基準よりも厳格な基準を満たす必要はない、と判示した
（CC/Devas (Mauritius) Ltd. v. Antrix Corp., No. 23-1201）。連邦最高裁判所の判断は比較的狭く、
議論の余地のないものであるが、外国政府や外国企業が米国裁判所の管轄権を拒否し、仲裁判断の
執行を回避しようとする将来の試みは失敗に終わる可能性が高いことが示唆されている。

1976年、米国議会により、外国国家やその機関の免責に関する未確定な法制度に明確性と一貫性を
もたらすため、FSIAが制定された（28 U.S.C. §§ 1602 et seq）。FSIAでは、原告が同法で定められ
た例外事項のいずれかを満たさない限り、外国国家やその機関は米国裁判所における訴訟から免責
される旨が定められている。当該例外事項には、米国との特定の関連性を持つ商業活動に基づく請
求、米国における人身傷害や財産損害の原因となる不法行為に基づく請求、米国との関連性を有す
る仲裁判断の確認を求める訴訟（例えば、米国が当事国である条約や国際仲裁合意に準拠する場
合）などが含まれる。さらに、列挙された例外事項のいずれかが満たされ、かつ、被告への送達が
同法で定められた方法で行われた場合、裁判所は被告に対して対人管轄権を有することが明確に定
められている（28 U.S.C. § 1330）。

2018年9月、衛星ベースの通信技術開発を行うインドの民間企業Devas社は、ワシントン州の連邦
裁判所に、Antrix社（インドがインド宇宙局の用途のために所有する企業）が数億ドルの契約を解
除した後にAntrix社に対して獲得した仲裁判断を確認する申し立てを行った。Devas社は、FSIAに基
づく対人管轄権の2つの要件（（1）仲裁例外に該当すること、（2）同法の送達要件を満たしてい
ること）を充足していることを示したが、Antrix社は、International Shoe Co. v. Washington訴訟で
定められた連邦最高裁判所の対人管轄権の基準に基づき、法廷地との「最低限の接触（minimum
contracts）」がないため対人管轄権は存在しない、と主張した。連邦第9巡回区控訴裁判所は、
FSIAの黙示要件として「最低限の接触」基準を満たす必要があるとして、対人管轄権が存在しない
との判断を示した。

連邦最高裁判所は、9対0の判決で同控訴裁判所の判断を破棄し、FSIAでは、対人管轄権を満たす要
件として「例外事項の充足」と「特別な送達要件の順守」の2つだけが明示されている、と判断し
た。同法には「最低限の接触」に関する言及はないため、連邦最高裁判所は、「議会が省略した要
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件を追加することを拒否」した。連邦最高裁判所は、連邦第9巡回区控訴裁判所が「最低限の接
触」はFSIAで黙示されている法定要件であると判断したこと（但し、Antrix社はこれを主張してい
ない）のみを検討しており、Antrix社が主張した「米国憲法修正第5条により、法定要件を超える最
低限の接触が必要とされる」という主張には言及しなかった点が注目される。審理差し戻しにより
下級裁判所で当該主張が審理されることになったものの、連邦最高裁判所の意見には、当該主張に
関してもAntrix社に不利な判断を下す根拠が一部存在する。すなわち、連邦最高裁判所は、議会が
「外国国家が米国で訴訟の対象となる適格性を包括的に規制する」ためにFSIAを制定した際、同法
の免責規定と管轄権規定をその制度の「基盤」として設定し、「意図的にそれらを結びつけた」と
指摘した。さらに、連邦最高裁判所は、免責の例外事項それ自体により「訴訟進行以前に、訴訟に
関連する様々な程度の国内での接触が要求されている」と指摘し、これは最低限の接触基準に類似
するものである。このように、連邦最高裁判所の判断において、FSIAの管轄権規定が憲法上の管轄
権要件を満たすように制定された、との判断を支持する根拠が示されている。
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